
沼田市建設工事等事故関係事務処理要領

（要旨）

第１条 この要領は、沼田市が発注する建設工事等（以下「工事」という。）に関し

て発生した事故の調査、報告等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（事故への対応）

第２条 工事を監督する主管課長（以下「主管課長」という。）は、工事の施工若し

くはその現場において事故が発生したときは、速やかに救護に必要な対応を行うと

ともに、再発を防止し現場の安全を確保するための緊急の措置を行うものとする。

（事故の報告）

第３条 監督員又は総括監督員は、前項に掲げる事故が発生したときは、直ちに請負

者から通報させるとともに、速やかに事故速報（様式－１３）を提出させるものと

する。

２ 主管課長は、前項の事故速報の提出があったときは、当該事故の内容を確認する

とともに、速やかに市長に報告するものとする。

（事故の調査）

第４条 市長は主管課長に対し、当該事故について更に詳細な調査をさせることがで

きるものとする。

（調査の留意事項）

第５条 事故の調査は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

（１） 事故の経過は、時間の順に従って始めから終わりまでとする。また、この

場合において、時刻が判明しない場合は推定時刻とする。

（２） 事故の状況は、可能な限り図で示し、必要に応じ位置図、平面図、横断図、

側面図等を作成し、距離、高低値、傾斜度等を図示する。

（３） 事故現場、事故物件等事故の状況を確認できるものについては、可能な限

り写真等により記録する。

（４） 事故の当事者については、その住所、氏名、年齢、性別、職業等、可能な

限り詳細に調査する。

（５） 事故の発生原因を十分把握するとともに、再発防止対策についても併せて

検討する。

（６） その他事故の説明に必要な事項を調査する。

（７） 事故の調査にあたっては、人権を侵害することのないよう注意し、任意に

基づいて行う。

（事故関係書類の取扱い）

第６条 事故関係書類は慎重に取り扱うこととし、その保存年限は５年とする。ただ

し、訴訟等が予想される関係資料においては、この限りではない。

（事故の再発防止）

第７条 主管課長は、事故の再発防止のために必要な措置を講じるものとする。

２ 工事の安全の確保及び意識の向上を図り、事故の再発を防止するため、建設工事

安全対策委員会を開催することができるものとする。

３ 前項の委員会の組織及び会議は、沼田市請負業者選定委員会の例による。



附 則

この要領は、平成２０年４月２５日から施行する。

附 則

この要領は、令和８年４月１日から施行する。



様式－１３

事　　故　　速　　報　　（第　　報）

情報の通報者名 （受注者名、第三者名等）

　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分受信

発信者

事故発生月日 　  　　年　  　　月　  　　日（ 　 　）　  　 　時　    　　分

事故発生場所

工事名

から
工期 契約区分

まで

受注者名

氏　　名 年　齢 性　別 職　　種　 被害の程度　 備　　考（病院名等）

※事故の原因、経緯、処置、種類（「墜落・転落」「飛来・落下」「切れ・こすれ」等）、
事故レベル（「Ⅰ軽微な事故」「Ⅱ重度の事故」「Ⅲ死亡等重大な事故」）等

※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況

　 ・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）

   ・下請負人等の商号又は名称

 　・物的被害の場合は、規模、被害額等

　 ・労働基準監督署・警察署への届・通報年月日、検証取調べ等の内容

　 ・再発防止対策

　 ・連絡先等

※ ①事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。

事
故
の
内
訳

事
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の
 

概
 

要

備
　
考

②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署
に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

受信者

天候（温度）

　年　月　日

　年　月　日


